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「指定居宅介護・重度訪問介護・行動援護 重要事項説明書」 

  

あなたに対する居宅介護サービス提供開始にあたり、厚生労働省令に基づいて当事

業所があなたに説明すべき内容は次の通りです。 

  

１． サービスを提供する事業者 

名  称 仙台介護サービス 

所 在 地 宮城県仙台市若林区遠見塚３丁目８番２５号 

電 話 番 号 ０２２－２９４－６２５１ 

代表者氏名 代表取締役 岩渕 徹 

 

 

２．事業所概要     

事業所の名称 

（事業所番号）  

仙台介護サービス 

（0415300599） 

事業所の所在地  宮城県仙台市若林区遠見塚３丁目８番２５号 

連 絡 先 電話番号 ０２２－３５５－８１０５ 

ファックス ０２２－３５５－８１０６ 

管 理 者 岩渕 徹 

サービス提供責任者 池田由美 

サービスの実施地域  仙台市内 

 

３．サービスの目的・運営方針 

目 的 障害者が居宅にておいて自立した日常生活または社会生活を営むこ

とができるよう入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等

の家事、生活等に関する相談及び助言並びにその他の生活全般にわた

る援助を行います。 

運営方針 関係法令を遵守し、障害者が必要なときに必要な障害福祉サービスの

提供ができるよう努めるものとする。また、他の社会資源との密接な 

連携に努めます。 
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４．事業所の職員体制 

職 種 員数 常 勤 非常勤 常勤換算 備 考 

 専従 兼務 専従 兼務 

管理者 １  １      １  

サービス提供責任者 ２  １  １     ２  

介護福祉士 ３  ２  １      

実務者研修終了         

２級終了 ３   ２    

 

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し指定障害福祉サービスを提供

する職員として、上記の職種の職員を配置しています。 

 

５．営業日と営業時間 

 営業日： 月曜日～金曜日（国民の祝日及び夏季休暇８月１３日～８月１５日、冬

季休暇１２月３０日～１月３日の間は休業） 

 営業時間 ８ ：３０ ～ １７：３０まで 

 ※上記の営業日、営業時間のほか、要相談。 

 

 

６．サービス提供の内容 

（１）居宅介護等計画（個別支援計画）の作成 

（２）各サービスの内容 

サービス名称 サービス内容 

居宅介護 自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 

又、病院への通院のための介助を行います。 

重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入

浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合

的に行います。 

行動援護 自己判断が制限されている人が行動するときに、危険を回避

するために必要な支援、外出支援を行います。 

（３）その他必要な生活等に関する相談、助言 

（４）介護給付費対象外サービス 
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７．利用料金 

（１）介護給付費対象サービス内容の料金 

 介護給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金（厚生労働大臣

の定める額）のうち 9割が介護給付費の給付対象となります。事業者が介護給付

費等の給付を市町から直接受け取る（代理受領する）場合、利用者負担分として、

サービス利用料金全体の 1 割の額を事業者にお支払いただきます。（定率負担ま

たは利用者負担額といいます） 

なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りで

はありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。 

 

（２）事業所体制又は対応内容により、料金が加算されます。１割の利用者負担料に

対して加算させていただきます。 

＊初回加算 初回サービス提供時、サービス担当者がサービス内容把握のため

に担当ヘルパーと同行した場合。 

＊処遇改善加算 Ⅳ 

 

（３）交通費 

サービス提供地域におけるサービス利用についての交通費は無料です。 

それ以外の地域へのサービス提供につきましては、サービス提供地域を越えた

地点から１ｋｍあたり「移動に要する実費（ガソリン代）」とし、往復距離数

にこの金額を乗じた額を実費負担とさせていただきます。 

 

（４）利用料金のお支払方法 

利用料金は１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、以下のいずれかの方法で

お支払い下さい。 

① 当事業所窓口での現金支払い 

② 指定口座への振込み 

③ 金融機関口座からの口座振替 

ご利用できる金融機関：七十七銀行、他。 

 

８．利用者の記録及び情報の管理等 

（１）事業者は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求

めに応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了

後 5年間保管します。 

※閲覧、複写ができる窓口業務時間は、午前９：００～午後５：３０です。 

 

（２）利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。但し、

サービス提供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町及び

関係機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意（「個人情報使用同意書」
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による）に基づき情報提供を致します。 

 

９．サービスの利用開始 

 （１）居宅介護について介護給付支給決定を受けた方で、当事業所の利用を希望さ

れる方。サービス提供に係る重要事項について説明します。 

 （２）サービス利用が決定した場合は契約を締結し、介護計画を作成後、サービス

の提供開始します。契約の有効期間は介護給付費支給期間と同様です。ただ

し、引き続き支給を受け、利用者から契約終了の申し出がない場合は、自動

的に更新されるものとします。 

 

９．緊急時の対応 

 利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに医療機関への連絡等を行います。 

利用者のかかりつけ医療機関 医療機関名： 

診 療 科： 

主 治 医： 

所 在 地： 

電話番号： 

緊急連絡先① 住  所： 

電話番号： 

氏  名： 

続  柄： 

 

10．要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口 

（１）要望・苦情等申立先 

ご利用相談窓口 ・窓口担当者  池田 由美 

・ご利用時間  ９：００～ １７：３０ 

・電話番号   ０２２－３５５－８１０５ 

 Ｆ Ａ Ｘ   ０２２－３５５－８１０６ 

・ 担当者が不在の場合は、事業所事務所までお申し出ください。 

運営適正化委員会 ０２２－７１６－９６７４  ９：００～１６：００ 

青葉区障害高齢課 ０２２－２２５－７２１１  ８：３０～１７：００ 

宮城野区 ０２２－２９１－２１１１  ８：３０～１７：００ 

若林区 ０２２－２８２－１１１１  ８：３０～１７：００ 

太白区 ０２２－２４７－１１１１  ８：３０～１７：００ 

泉区 ０２２－３７２－３１１１  ８：３０～１７：００ 
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（２）虐待防止対応規定により、本法人における虐待防止対応責任者、虐待防止担当

者を設置し、虐待防止に努めることといたします。 

                

虐待防止対応 

責任者 

株式会社 ライフアップ 代表 

 岩渕 雄司  連絡先：０８０－６０５２－１６０９ 

虐待防止担当者 仙台介護サービス サービス提供責任者 

 池田 由美  連絡先：０２２－３５５－８１０５ 

＊虐待通報の受付 

 虐待の通報は、面接、電話、書面などにより担当者あるいは障害者対応の職員が

受け付けます。また、直接虐待通報を申し出ることもできます。 

＊虐待防止受付の報告・確認 

 担当者が受け付けた通報を責任者に報告いたします。 

＊虐待防止解決のための対応 

 責任者は、通報者と誠意をもって対応し、解決に努めます。その際、虐待通報者

立ち合いによる相互協議は、相互協議の結果や改善事項等の確認をもとに行います。  

 

 

11． 協力医療機関 

（１） 

医療機関の名称  

医 院 長 名  

所  在  地  

電 話 番 号  

診  療  科  入 院 設 備  

 

 


